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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 任 意 の カ ー ド に 関 す る 処 理 を 行 う た め の 複 数 の カ ー ド 情 報 情 報 処 理 装 置 で
あ っ て 、
　

　

情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　
　
　

記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　

記 載
の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　

記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　

記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　

記 載 の 情 報 処 理 装 置 。

を 起 動 す る 、

外 部 機 器 か ら 、 前 記 複 数 の カ ー ド 情 報 の 中 で 、 起 動 さ れ る カ ー ド 情 報 の 選 択 指 示 を 受 信
す る 通 信 手 段 と 、

前 記 複 数 の カ ー ド 情 報 を 記 憶 す る 情 報 記 憶 装 置 に 、 前 記 選 択 指 示 に 対 応 さ せ な い カ ー ド
情 報 の 起 動 を 行 わ な い 指 示 を す る 、 ロ ッ ク ア プ リ 指 定 手 段 と 、
を 備 え る 、

前 記 情 報 記 憶 装 置 か ら 前 記 券 面 デ ー タ を 読 み 出 す 券 面 デ ー タ 読 み 出 し 手 段 と 、
前 記 券 面 デ ー タ に 基 づ き 券 面 の 画 像 を 表 示 す る 表 示 手 段 と 、
券 面 デ ー タ 読 み 出 し 手 段 と 表 示 手 段 と を 制 御 す る 制 御 手 段 と 、

を 備 え る 、 請 求 項 １

前 記 情 報 記 憶 装 置 が 、 前 記 外 部 機 器 に よ り 選 択 さ れ た カ ー ド 情 報 に 関 す る 処 理 を 行 う と
き 、 前 記 表 示 手 段 は 、 前 記 カ ー ド 情 報 に 対 応 す る 券 面 の 画 像 を 表 示 す る 、 請 求 項 １ に

前 記 外 部 機 器 か ら の 選 択 指 示 に 対 応 さ せ る カ ー ド 情 報 は 、 前 記 表 示 手 段 に 表 示 さ れ た 券
面 デ ー タ に 対 応 す る カ ー ド 情 報 で あ る 、 請 求 項 ２

前 記 ロ ッ ク ア プ リ 指 定 手 段 は 、 前 記 外 部 機 器 か ら の 選 択 を 規 定 回 数 拒 否 す る よ う に 前 記
情 報 記 憶 装 置 に 指 示 す る 、 請 求 項 ４

前 記 表 示 手 段 は 、 前 記 情 報 記 憶 装 置 の カ ー ド 情 報 に 関 す る 処 理 を 行 う と き 、 前 記 表 示 手
段 に 表 示 し て い る 券 面 の 画 像 を 、 前 記 処 理 の 終 了 後 、 一 定 回 数 が 経 過 す る ま で 表 示 し 続 け
る 、 請 求 項 ２ に
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